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用 語 集

あ 行 用語 解    説 

委 員 長 報 告
いいんちょうほうこく

 
 委員会に付託された案件について、委員会での 審査の 経過・結果を本会議で委員長

が、口頭で報告を行うことです。 

 この報告には、自己の意見を加えてはならないとされています。 

※議員は、委員会での 審査の 状況や 報告の 内容につ いて 委員長に質疑す ること がで

きま す。 

意見書
いけんしょ

 
 議会が地方公共団体の 公益に関する事項につ いて、議会の 意思を意見としてま とめ

た文書の ことです。 

 国、県、市の 事務であることを 問わ ず、内容に 制限なく、関係行政庁に この 意見書を

提出することが認め られています。 

 意見書の 発案権は議員に ありま す が、可決後は議長名で各関係行政庁に提出され

ま す。 

※団体や 市民か ら提出された 「請願」も審議を受け、採択された場合において、意見書

として提出されま す。 

一 般
いっぱん

質 問
しつもん

 
 議案に 対す る質疑と は別に 、議員が 市政に つ いて 、市長や 執行機関側の 所見を 求

め 、疑問をただすことです。 

 質問の 範囲は、市の 一般事務に ついて、議長の 許可を得て質問ができま す。一般質

問は質問する議員も、受ける執行機関も共に十分な準備が必要であるため 、事前に議

長に 質問内容を 通告する「通告制」を 採用していま す 。この ため 通告書以外の 質問等

は避けなければなりま せん 。 

※一般質問は定例会で行い、臨時会では行いませ ん。 

か 行   

会
かい

 期
き

 
 議会が 会議を 行う期間の ことです。会期の 初め に決定しま す。通常は議会運営委員

会等の 協議を経て、会議にはか り決定しま す。 

関 連
かんれん

質 問
しつもん

 
 一般質問の 際に、事前に通告せ ず、通告者の 質問に関連して求め る関連質問は、通

告者の 立場か らみて も、議会運営の 能率の 面か らみて もよ くないの で、許可されま せ

ん 。 

議
ぎ

 案
あん

 
 議会の 議決の 対象となる案件を いいま す。市長、議員の 双方か ら議会に提出できま

す。 

 市長か ら議会に提出する案件は、予算や 条例、人事同意、契約等が該当します。 

 そ して 議員か ら議会に 提出す る案件は、請願書・意見書の 提出、会議規則の 制定、

議員の 懲罰等がこれに該当しま す。 
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用 語 集 

か 行 用語 解    説 

議会運営委員会

ぎかいうんえいいいんかい

 

 円滑な議会運営を 期すため 、議会運営の 万般に ついて協議し、意見調整を 行う場と

して設置された委員会をいいま す。 

 議会運営委員会は、議長の諮問機関・補佐機関として議会内に設置されます。 

議事
ぎ じ

日 程
にってい

 
 議長が、当日の 議会に おいて会議に付する事項、及びそ の 順序等を定め て作成した

もの です。会議に 参加する議員に 対して、事前に 会議次第の 予定を 知らせ て、十分な

準備をさせ るとともに会議運営の 能率化をはかるため にあります。 

休
きゅう

 会
かい

 
 会期中に 本会議の 活動を １日単位で 休止す ること を い い 、議案の 熟読、議事の 都

合、そ の 他必要があるときは、議決（会期の決定）によっ て休会することができます。 

継 続
けいぞく

審査
しんさ

 
 議会（本会議等）は、各会期ごと に 独立して 活動して おり、閉会中は活動できないの

が 建前です。しか し、会期が 短い等の ため に、委員会での 審査が 終結に至らない場合

には、議会にはかり、閉会中も引き続いて委員会での審査を行うことができま す。 

決
けつ

 議
ぎ

 
 議会の 意思表示の 一つ であり、政治的効果や 議会の 意思の 対外的表明の ため に な

される議決を いいま す。決議は市の 公益に 関する限り、極め て広範な問題を 取り上げ

ることができるとされていま す。 

さ 行   

採
さい

 決
けつ

 
 会議の 議題となっ た案件に ついて、議長が出席議員に賛否の 意思表示を求め 、表決

をとることをいいま す。採決は、賛成者の 起立を求め、起立者の 多少を認定して可否の

結果を宣告する起立採決が原則です。 

採
さい

 択
たく

 
 請願の 場合、団体・住民の 願望を取り入れることを特に「採択」と表現します。そ の 反対

が 「不採択」です 。議会で採択した 請願は、意見書として 各関係行政庁に 送付されま す

が、各関係行政庁は特にこれに拘束されません。 

散
さん

 会
かい

 
 本会議において、当日の 議事日程に記載した案件の 議事が終了し、そ の 日の 会議を

閉じることをいいま す。 

質
しつ

 疑
ぎ

 
 会議に おいて、現に 議題と なっ て いる議案、動議等に 対し、そ の 疑問を ただ す こと を

いいま す。 

 質疑は、議案等の 内容を 明確にす るため の 発言であり、自己の 意思を 述べ ること は

できま せ ん 。質疑と 質問の 違いは、前者は議題と なっ て いる事項に 関して 行わ れるの

に対し、後者は市の 一般事務に関して行わ れます。 

執 行
しっこう

機関
きかん

 
 市に つ いて 言えば、市の 事務を 管理し執行す る機関。す なわ ち市長、教育委員会、

選挙管理委員会等であり、付属機関の 委員会、調査会は執行機関ではありま せん 。 

質
しつ

 問
もん

 
 議員は、市の 一般行政事務全般に つ いて、執行機関に 対して説明を 求め たり、所信

をただす こと ができま す。質問は「一般質問」と「緊急質問」に区別され、そ れぞ れの 取

扱いは異なります。 
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用 語 集 

さ 行 用語 解    説 

常 任
じょうにん

委員会
いいんかい

 
 議会の 内部審査機関です。案件等の 詳細な審査・調査を 行うため 、条例で設置され

ていま す。 

 主にいなべ 市では、各定例会に提出される案件（予算・条例・請願等）を慎重に審査・

調査するため 会期中に各委員会を開きます。 

専 決
せんけつ

処 分
しょぶん

 
 議会の 議決又は決定が必要な案件について、議会招集をする時間がない時など、特

別な理由がある場合に、市長が議会の 手続きを経ず に「意思決定」を行うことをいいま

す。 

請
せい

 願
がん

 
 市民・団体が 議会を 通して 、政治、行政に 関し希望を 述べ ること を いいま す 。この 請

願権は住民にありま す。 

 議会に 請願を提出しようと すると きは、議員の 紹介（１名）によ り請願書を 提出しなけ

ればなりま せ ん 。請願は議会の 開会中、閉会中を問わ ず、所定の 要件を備えて提出さ

れると、議長はこれを受理します。そ の後、議会等の審議を経ます。 

た 行   

陳

ちん

 情

じょう

 
 陳情は 、特定の 事項に つ いて 、利害関係を 有す る住民が 、官公署に そ の 実情を 訴

え、当局の 適切な措置を要望する行為でありま すが 、請願権が憲法で保障されている

の と違っ て、陳情は法的保護を受けま せ ん 。したが っ て、陳情を受けた 側は、これに 回

答し処理の 結果について報告する法律上の 義務はありま せ ん。 

定 足 数

ていそくすう

 
 議会は、議員定数の 一定数以上の 議員が出席しなければ会議を開き活動することは

できま せ ん 。この 一定数を「定足数」といいます。市議会の 定足数は議員定数の 半数で

す。 

定 例 会

ていれいかい

 
 定例会は、定期的に招集される議会をいいま す。地方自治法で「毎年、４回以内にお

いて 条例で定め る回数、これを 招集しなければならない。」と 規定されて いるの で、各

自治体とも定例会の 回数を定め る条例が制定されていま す。 

 いなべ 市は年４回で、３月期・６月期・９月期・１２月期に招集されま す。定例会は付議

事件がなくても招集されま す。 

動

どう

 議

ぎ

 
 議案以外の 議員の 単純な提案であっ て、案を備えなくても会議の 議題とすることがで

きま す。 

 動議には文書によるもの と、会議進行中に出席している議員か ら口頭で提出され、所

定の 賛成者があれば成立し、議題となり得るもの とがありま す。 

討

とう

 論

ろん

 
 議題に 対して 、議員が 自己の 意見を述べ ま す。討論は、議案に対する賛成、反対の

旨と そ の 理由を述べ て、他の 議員を 自己の 意見に 賛同させ ることを 目的とす る発言で

す。発言者がいないような事件でも、討論は省略できないことになっ ていま す。 

 同一議員が同一議題について、１回限り意見を述べ ることができます。 
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用 語 集 

 
 

は行 用語 解    説 

発

はつ

 議

ぎ

 
 条例、意見書、決議、修正など 会議規則により文書で申し出ま す。これによ り議員が

議長にある事件を議題とするよう申し出ることになりま す。 

付

ふ

 託

たく

 
 いなべ 市議会は「委員会中心主義」なの で、案件の 総括的な質疑（本会議での 質疑）

終了後、議長がそ れぞ れ所管の 委員会に付託することになりま す。委員会の 付託案件

の 審査は原則と して同一会期の み行うこと が できま す が 、審議を より慎重に 時間を 費

や す場合には、議決により閉会中も審査することができま す。 

ら 行  
 

臨時会

りんじかい

 
 特定の 事件を 審査す るため 開か れる議会を いいま す 。臨時会では議員は議案に つ

いての み質疑ができ、一般質問はできませ ん。ただし緊急質問はできま す。 

 臨時会は、必要があれば回数に制限なく開くことができます。 

臨時

りんじ

議 長

ぎちょう

 
 議長、副議長及び 仮議長の 選挙を行う場合に おいて、議長の 職務を行う者がいない

とき、臨時に議長の職務を行う年長の議員をいいます。 

 年長議員とは、出席している議員の中で最年長者をいいます。 


